
全
国
大
会
特
集
③
に
な
り
ま
す
。
大

会
二
日
目
の
後
半
と
財
政
小
委
員
会
の

代
議
員
の
発
言
を
ま
と
め
ま
し
た
。

認
定
を
拒
否

●
ア
ス
ベ
ス
ト
で
の
労
災
認
定
の
裁
判

闘
争
を
展
開
し
て
い
る
。
地
裁
は
認
定

基
準
を
認
め
な
い
、
現
在
、
高
裁
へ
。

団
体
署
名
が
５
月
１
日
、
１
３
４
８

筆
を
高
裁
へ
提
出
し
た
。

ア
ス
ベ
ス
ト
・
石
綿
に
つ
い
て
、
も
っ

と
一
歩
前
に
出
た
取
り
組
み
が
必
要
だ
。

認
定
を
拒
否
し
た
、
問
題
が
発
生
し

な
い
と
認
定
し
な
い
。
JR
と
運
輸
機
構

が
相
互
に
責
任
の
な
す
り
あ
い
を
し
て

い
る
。

エ
ル
ダ
ー
社
員
・
再
雇
用
者
の
組
合

費
値
上
げ
〜
組
合
費
の
値
上
げ
を
実
施

す
る
な
ら
再
雇
用
者
の
労
働
条
件
改
善

の
闘
い
の
取
り
組
み
強
化
が
求
め
ら
れ

る
。
納
得
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。

組
合
活
動
の
弾
圧

会
社
は
、
未
加
入
者
（
東
労
組
脱
退

者
）
に
対
し
て
以
前
の
国
労
の
闘
争
な

ど
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
勉
強
会
を
し
て

い
る
。
会
社
側
か
ら
組
合
活
動
の
弾
圧

が
あ
る
。

国
労
は
労
働
組
合
の
大
切
さ
を
訴
え

て
い
る
。
グ
ル
ー
プ
会
社
の
連
絡
会
や

学
習
会
を
開
催
し
た
。
若
い
人
た
ち
も

含
め
て
国
労
加
入
者
も
勉
強
し
た
い
と

話
し
て
い
る
。

JR
北
海
道
16
路
線

維
持
で
き
な
い

●
安
全
問
題
〜
新
幹
線
が
発
足
し
て
運

輸
収
入
が
減
っ
た
。
ト
ン
ネ
ル
の
整
備

費
用
や
車
両
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
で

赤
字
だ
。

赤
字
の
状
況
だ
が
新
幹
線
は
札
幌
延

伸
を
進
め
て
い
る
。
新
幹
線
開
通
に
よ

り
並
行
在
来
線
が
第
三
セ
ク
タ
ー
化
さ

れ
る
。

職
場
は
合
理
化
が
進
み
技
術
継
承
が

で
き
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
車
両
故
障

が
多
発
し
て
い
る
。
JR
北
海
道
は
16
路

線
が
維
持
で
き
な
い
と
発
表
し
て
い
る
。

出
向
先
は

厳
し
い
労
働
環
境
だ

●
委
託
職
場
の
実
態
に
つ
い
て
〜
東
京

駅
は
エ
ル
ダ
ー
社
員
が
現
職
の
数
を
逆

転
し
た
。
エ
ル
ダ
ー
の
出
向
者
は
厳
し

い
労
働
環
境
だ
。
職
場
は
委
託
化
が
進

ん
で
い
る
。
エ
ル
ダ
ー
の
出
向
者
は
厳

し
い
労
働
環
境
の
中
、
精
神
的
な
ス
ト

レ
ス
が
あ
る
。

丁
寧
な
説
明
が
必
要
だ

60
歳
の
再
雇
用
の
労
働
条
件
改
善
に

つ
い
て
も
、
団
交
な
ど
取
り
組
む
こ
と

や
組
織
拡
大
へ
も
取
り
組
み
を
す
す
め

運
動
を
つ
な
げ
て
い
く
。
委
託
会
社
と

の
交
渉
は
必
要
だ
。

委
託
化
に
反
対

労
働
契
約
法
か
ら
賃
金
の
改
善
や
安

全
・
安
定
輸
送
に
つ
い
て
訴
え
、
委
託

化
に
対
し
て
反
対
し
て
い
く
。

エ
ル
ダ
ー
・
再
雇
用
者
の
組
合
費
改

正
に
つ
い
て
要
求
の
改
善
を
し
て
い
か

な
け
れ
ば
理
解
を
得
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
説
明

が
必
要
だ
。

組
合
の
必
要
性
を
訴
え
る

組
織
拡
大
〜
会
社
は
労
働
組
合
を
否

定
、
東
労
組
に
介
入
し
組
合
不
要
論
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
意
識
の

低
下
に
つ
い
て
国
労
と
し
て
組
合
の
必

要
性
を
訴
え
、
労
働
者
を
守
る
の
は
組

合
だ
と
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
拡
大
に

つ
な
げ
て
い
く
。
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「労働基準法」抜粋

（労働時間）

第３２条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一

週間について４０時間を超えて労働させてはならない。

２ 使用者は、一週間の各日については労働者に休

憩時間を除き一日について８時間を超えて労働させて

はならない。

（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等）

第３３条 災害その他避けることができない事由に

よって、臨時の必要がある場合においては、使用者は

行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において

３３条から前条まで若しくは第４０条の労働時間を延

長し、又は第３５条の休日に労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇

がない場合においては事後遅滞なく届出なければなら

ない。



ス
ト
基
金
の
改
正
に
つ
い
て
〜
財
政
上

ど
う
な
の
か
。
目
的
外
使
用
は
認
め
ら
れ

な
い
。
全
体
の
議
論
の
中
で
決
め
て
い
く

こ
と
。
安
易
な
採
決
は
し
な
い
こ
と
。
他

労
組
と
は
違
う
国
労
と
し
て
の
闘
う
方
針

を
示
し
て
い
く
こ
と
。
反
合
理
化
闘
争
や

地
域
へ
の
取
り
組
み
な
ど
訴
え
連
携
を
大

胆
に
し
て
い
く
こ
と
。

青
年
が
国
労
加
入

●
西
日
本
豪
雨
災
害
の
緊
急
支
援
に
対
し

御
礼
。

組
織
拡
大
〜
３
名
の
拡
大
目
標
で
取
り

組
ん
で
い
る
。
職
場
で
の
世
話
役
活
動
な

ど
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て
も
交
流
を

深
め
て
い
る
。
青
年
が
国
労
加
入
し
た
。

団
結
レ
ク
な
ど
参
加
を
訴
え
、
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
の
中
で
交
流
を
深
め
て
い
る
。

労
働
条
件
改
善
〜
職
場
で
は
技
術
継
承

に
つ
い
て
問
題
。
プ
ロ
パ
ー
へ
の
技
術
継

承
は
難
し
い
。
安
全
問
題
や
作
業
性
は
悪

く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
職
場
で
は
不
満

や
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
職
場
要
求
に

つ
い
て
話
し
合
い
な
ど
取
り
組
み
、
要
求

作
り
を
し
て
い
る
。

各
エ
リ
ア
ご
と
の
交
渉
に

18
春
闘
〜
ベ
ア
０
阻
止
。
他
労
組
も
含

め
交
流
会
を
実
施
し
た
。
ベ
ア
０
の
回
答
、

JR
間
格
差
が
あ
る
。
統
一
要
求
で
は
な
く

パ
ー
セ
ン
ト
で
の
要
求
、
各
エ
リ
ア
ご
と

で
の
交
渉
に
し
て
い
く
べ
き
だ
。

大
雨
に
よ
る
災
害
で
各
線
区
で
は
復
旧

の
め
ど
が
た
っ
て
い
な
い
。
九
州
の
日
田

彦
山
線
が
上
下
分
離
方
式
に
な
る
。

ス
ト
ラ
イ
キ
の
配
置
を

●
18
春
闘
〜
ス
ト
を
配
置
し
取
り
組
み
を

進
め
き
た
。
貨
物
職
場
の
要
求
を
実
現
す

る
た
め
に
は
ス
ト
を
配
置
し
た
闘
い
を
訴

え
て
い
る
。
ス
ト
に
入
ら
な
い
と
団
結
が

強
ま
ら
な
い
。
会
社
側
の
回
答
後
に
判
断

を
。新

賃
金
制
度
〜
貨
物
で
は
、
こ
の
本
質

に
つ
い
て
貨
物
労
へ
訴
え
て
い
く
。

安
全
問
題
〜
ホ
ー
ム
に
す
き
間
が
あ
り

転
落
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。

組
織
の
あ
り
方
〜
要
求
を
実
現
し
て
い

く
に
は
、
数
の
力
、
全
国
単
一
組
織
だ
。

組
織
拡
大
〜
63
歳
の
国
労
加
入
と
40
歳

の
国
労
加
入
が
あ
っ
た
。
18
名
の
拡
大
だ
。

組
合
員
を
信
頼
し
組
織
拡
大
行
動
を
訴
え

て
い
く
。

こ
こ
ま
で
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
は
、
全
国

大
会
特
集
を
３
号
ま
で
発
行
し
ま
し
た
。

代
議
員
の
発
言
は
、
組
織
拡
大
な
ど
多

く
出
さ
れ
ま
し
た
。
国
労
組
織
は
、
再
雇

用
者
が
全
体
の
33
％
に
達
し
拡
大
が
緊
急

課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
２
〜
３
年
で
逆

転
し
ま
す
。
国
労
運
動
を
継
承
発
展
さ
せ

若
い
人
た
ち
に
引
き
継
い
で
い
け
る
環
境

に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ

て
い
ま
す
。
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大会第一日目が終了し、その後、財政小委員会が開催されました。委

員会では、スト基金目的外使用についてと、再雇用者の組合費の改正に

ついて提案され、それについての意見が各代議員から多数発言がありま

した。ここでは、代議員の発言内容をまとめて編集しました。

●現在の組織状況～再雇用者の割合は全体の３３％に達している。ここ

数年で現職と逆転する。そのため基金の取り崩しをしないと予算編成が

できない状況だ。基金から3000万円を取り崩した。規約改正をしてスト

基金から5000万円を取り崩した。再雇用者の組合費改正についても提案。

その提案に対して多くの意見が出された。

○地方交付金について～各地方の運動は国労が中心になっている。地方

へバックアップしていくこと。地方への交付金の減額は納得しない。分

会は地域共闘への運動を展開している。高崎はこれ以上減額されると厳

しい。

○地方への減額は厳しいがエリアの運動を中心に強化していくことなの

でしかたないのでは。

○仙台は専従枠が無くなる。年間、財政上厳しい。減額はやめて欲しい。

地方への交付金を減額しないで欲しい。

○地方交付金の減額は、地方の財政が８％減額になる。地方財政を見直

さなければならない。専従が置けない状況の中、厳しくなる。地方の運

動が切り捨てられるのではないか。

○再雇用者の組合費の値上げ～各地方でも厳しい問題だ。討議資料を各

地方へ。闘う方向を見せながら作成して理解し議論を。

○再雇用者の組合費値上げ～本部が労働条件改善の取り組みがなかなか

見えてこない中で説得できるか。地方の役員の気持ちをわかって欲しい。

○再雇用者の組合費値上げ～1年間議論する。３３％の組織率になる。

本部だけでなく地方の財政もかかわってくる問題だ。労働条件改善につ

いて組合が責任を持って取り組んでいけるのか。パートナー会社の労働

条件を改善できるか。ＪＲを通じて改善させる取り組みを進めていくこ

とだ。

○再雇用者の組合費2300円についてもっと早く議論すべきだった。だん

だん組織が減っていく状況ではしかたないか。

○スト基金の規約改正は１回限りでやめること。財政上厳しい状況をど

うするか議論する。1年間の議論が必要だ。地方へのオルグは必要だ。

丁寧な説明を。

○本部として財政再建を出していくこと。緊縮財政でどう運動を進めて

いくのか。


